
（平成２４年９月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件



宮城国民年金 事案 1719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 12 月から 47 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

  

  

  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年 12 月から 47 年３月まで 

申立期間当時、Ａ県Ｂ市で同居していた母が私の国民年金の加入手続

をし、私の保険料も「自分たちの保険料と一緒に納付してきた。」と言

っていたので、両親の国民年金保険料が納付されていれば、私の国民年

金保険料も必ず納付されているはずであり、申立期間を国民年金の納付

済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、申立人と同居していたとする申立人の両親は、いずれも

その国民年金被保険者期間に保険料の未納期間は無く、申立人の国民年金

の加入手続及び国民年金保険料を納付したとする申立人の母親の納付意識

の高さがうかがえる上、申立期間は４か月と短期間である。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の発行年月日（昭和 47 年１月 13

日）から、申立期間において、申立人に係る国民年金手帳記号番号が払い

出されていることが確認できることから、申立期間に係る国民年金保険料

は現年度納付及び過年度納付が可能である。 

さらに、納付意識の高い申立人の母親が、申立人の国民年金の加入手続

を行いながら、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付しなかった

とは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 1720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から 57 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料について、社会保険事務所（当時）に領収

書を持参し、納付していたと申し出たところ、昭和 57 年 12 月 16 日に

還付済みとの回答であった。 

しかし、私は、還付されたとする保険料を受け取ったことはないので、

調査の上、申立期間を保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金保険料納付データ及び申立人が所持する同市発行の昭和

55 年度国民年金保険料（印紙代金）領収証書により、申立期間の保険料

が納付されていることが確認できるところ、オンライン記録及び国民年金

被保険者台帳（マイクロフィルム）上、申立期間は未加入期間とされ、国

民年金被保険者台帳により、昭和 57 年 12 月 16 日に申立期間に係る保険

料が還付された旨の記載が確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間において、被用者年金に加入した事

実が確認できないことから、本来、申立期間は国民年金の強制加入期間で

あり、保険料を還付すべき理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 1723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 

国民年金の記録を確認したところ、昭和 48 年３月の国民年金保険料

が未納と記録されていた。当時は３か月分ずつ保険料を納付していたの

で、１か月分だけ納付していないとは思われない上、結婚した時に年金

の手続を行い、未納は無い旨言われたことを覚えていることから、申立

期間の国民年金保険料を納付していたと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以外の国民年金被保険者であった期間（479 か月）

の保険料を全て納付済みであることから、申立人の保険料納付意識は高か

ったことがうかがわれる上、申立期間は１か月と短期間である。 

また、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿によると、昭和 47 年

度について、特例納付書送付年月日等を記録する備考欄に、昭和 54 年７

月 23 日の記載があり、同日は第３回特例納付の実施期間内であることか

ら、申立期間について第３回特例納付の納付書が発行されたと推認される

ところ、納付意識の高い申立人が申立期間の保険料を納付していないのは

不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2768 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ支社における資格取得日に係る記録を昭和 51 年２月 28 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 18 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年２月 28 日から同年３月１日まで 

私は、昭和 38 年４月１日にＡ株式会社に入社して以来、平成 15 年６

月 26 日に退職するまで継続して勤務していたが、昭和 51 年２月 28 日

付けで同社本社から同社Ｃ支社に転勤した際の申立期間の厚生年金保険

被保険者記録が無かった。継続して勤務していたので、申立期間につい

て厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂからの回答及び同社から提出された在籍期間証明書並びに雇

用保険の被保険者記録から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続して勤

務し（昭和 51 年２月 28 日にＡ株式会社本社から同社Ｃ支社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｃ支社

における厚生年金保険被保険者原票の記録から、18 万円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付したか否かについて

は、株式会社Ｂは当時の資料が残っていないため不明と回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



宮城国民年金 事案 1721 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 62 年５月 27 日から同年９月１日までの期間において、

国民年金に加入していないものと認めることはできない。 

また、申立人の昭和 62 年５月から同年７月までの国民年金保険料につ

いては、納付していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年５月 27 日から同年９月１日まで 

申立期間において国民年金に加入し、昭和 62 年５月から同年７月ま

での国民年金保険料が納付済みと記録されているが、私は申立期間にお

いて国民年金に加入し、保険料を納付した覚えはないので、年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人について、昭和 62 年５月 27 日から同

年９月１日までの国民年金の加入記録があり、同年５月から同年７月まで

の保険料は納付済みとされているところ、当該年金記録に係る住所と、申

立人が申立書に記載した申立期間当時の住所は一致している。 

また、オンライン記録において、申立人と同姓同名で生年月日が同一で

ある者は見当たらないことから、別人の国民年金の記録が誤って申立人の

年金記録に統合されたとは考え難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間において国民年金に加入していないものと認

めることはできず、また、昭和 62 年５月から同年７月までの国民年金保

険料を納付していないものと認めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1722 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年９月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

  

  

  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年９月から 51 年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間のうち昭和

49 年９月から 50 年３月までが未納、同年４月から 51 年３月までが全

額申請免除となっていた。 

当時、毎月、母親の国民年金保険料と一緒に二人分の保険料を郵便局

の窓口で納付しており、また、免除申請の手続を行った記録も記憶もな

いので、申立期間について、国民年金保険料の納付済期間として記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を、その母親の分と一緒に納付し

ていたと主張しているところ、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申

立人の手帳記号番号は、申立人の両親のものと連番で昭和 50 年５月に払

い出されていることが確認できる上、母親の国民年金被保険者台帳（マイ

クロフィルム）によれば、母親は同年５月６日に被保険者資格を任意加入

で取得していることが確認できる。 

このため、申立期間のうち昭和 49 年９月から 50 年４月までは、母親は

国民年金の未加入期間として取り扱われ、母親に対して保険料の納付書が

発行されず、一緒に保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を、毎月、Ａ市内の複数の

郵便局で納付していたと主張しているところ、母親の国民年金被保険者台

帳によると、申立期間のうち、昭和 50 年５月から 51 年３月までの保険料

は現年度納付されていることが確認できる。 

しかし、Ａ市は、申立期間当時、郵便局は同市の収納代理金融機関では



なかったため、現年度保険料を取り扱うことができなかったと回答してい

ることから、母親の当該期間の保険料が上記郵便局で納付されたとは考え

難い。 

さらに、申立期間のうち、昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民年金

保険料の申請免除期間について、当時、免除申請は、被保険者が市町村へ

免除申請書を提出して行われることから、社会保険事務所（当時）が、申

請が無いまま、当該期間を申請免除期間として処理したとは考え難い。 

加えて、仮に、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 50 年５月に

免除申請が行われた場合、免除期間は同年４月から始まり、51 年３月ま

での期間の必要と認められる月までとなることから、申立人の申請免除期

間に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人及びその母親に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた事情も見当たらない上、申立期間に係る国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2765 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年１月１日から 24 年４月１日まで 

         ② 昭和 24 年４月１日から同年 11 月１日まで 

         ③ 昭和 24 年 11 月１日から 28 年６月３日まで 

    

    

戦前から昭和 57 年に退職するまでＡ社（現在は、Ｂ株式会社）に勤

務し、実弟と同じ職場で仕事をしていた。 

申立期間のうち、申立期間②については、一緒にＣ施設関係の仕事を

していた実弟及び複数の同僚がＤ事業所で厚生年金保険に加入している

ので、当該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間①及び③についても、Ｃ施設関係の仕事をしていたの

で併せて厚生年金保険の被保険者期間の有無を調査してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社から提出された人事記録及び同社の経歴書により、申立人は

申立期間において同社に継続して在籍し、Ｃ施設関係の仕事をしていたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、申立期間①について、Ｃ施設等に勤務した者の労務管理

のために設置されたＤ事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

昭和 24 年４月１日であることから、同日よりも前の期間は、当該事業所

において厚生年金保険の被保険者となることができない。 

申立期間②について、Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿によると、申立期間当時、申立人と一緒にＣ施設関係の仕事をしていた

として申立人の妻が名前を挙げた同僚６人のうち、申立人の実弟を含む３



人は、当該期間においてＤ事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ていることが確認できる。 

しかしながら、Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間②に被保険者資格を有する者の中に申立人の名前は見当た

らない上、前述の３人以外の同僚の名前も見当たらない。 

また、Ｃ施設に係る従業員名簿等の関係資料を保管していると考えられ

るＥ事業所、Ｆ県及びＧ事業所Ｈ支部に照会したが、いずれも従業員名簿

等は保管されていないと回答しており、申立人のＣ施設における勤務状況

等について確認することができない。 

さらに、Ｅ事業所によれば、申立期間当時、「請負契約等で労務者の指

揮監督を行う者及び施設管理の責任者等は、直接使用人として取り扱われ

ていなかった。」旨説明しているところ、Ｂ株式会社では「申立人は、昭

和 18 年から常務取締役であった。」旨回答していることから、申立人は、

直接使用人として取り扱われず、Ｄ事業所において厚生年金保険に加入で

きなかったことも考えられる。 

申立期間③について、Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立期間③に被保険者資格を有する者の中に、申立人及び申

立人の妻が名前を挙げた実弟を含む同僚６人全員の名前は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間①、②及び③に厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2766 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年 10 月 25 日 

私が持っているＡ株式会社の平成 16 年 10 月分の給与明細書には、同

年 10 月 25 日に支給された賞与の標準賞与額が５万 6,000 円と記載され

ているが、厚生年金保険の記録では４万 1,000 円となっているので記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ株式会社の平成 16 年 10 月分の給与明細書により、

申立人の申立期間に係る賞与として５万 6,400 円（寒冷地手当４万 8,900

円、住宅援助金 7,500 円）が支給され、標準賞与額５万 6,000 円に見合う

厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社は、「申立人の申立期間に係る賞与は寒冷地

手当と住宅援助金であり、申立人は、寒冷地手当の対象期間（10 月から

翌年３月まで）の途中の 12 月末に定年退職となったことから、支給した

同手当の一部（１万 4,670 円）を戻入れしてもらい、標準賞与額を訂正し

たものである。その戻入金等については、本人に説明の上、退職金にて処

理している。」旨回答しており、同社から提出された申立人に係る退職金

の内訳確認資料により、申立人の退職金において、上記訂正処理により生

じた賞与の差額分が控除され、厚生年金保険料の差額分（1,177 円）が加

算されており、同社の説明通りに処理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同じく昭和 19 年 12 月生まれ

で、定年退職により平成 17 年１月１日にＡ株式会社の厚生年金保険被保

険者資格を喪失した従業員 91 人のうち、寒冷地手当の支給対象地域に勤



務していた申立人を含む 36 人については、16 年 10 月 25 日支給の賞与に

係る標準賞与額が全員減額訂正されていることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除

について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

、



宮城厚生年金 事案 2767 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②及び⑦について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

また、申立人は、株式会社Ａに勤務していたとする申立期間⑨について

厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

さらに、申立期間⑨のうち、昭和 62 年９月１日から同年９月 30 日まで

の有限会社Ｂ（現在は、Ｃ株式会社）における厚生年金保険被保険者記録

については、訂正する必要は認められない。 

加えて、申立人は、申立期間①、③から⑥まで、⑧及び⑩から⑬までに

ついて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年４月１日から同年 12 月 17 日まで 

② 昭和 53 年 12 月 17 日から 54 年４月１日まで 

③ 昭和 54 年４月１日から 56 年４月２日まで 

④ 昭和 56 年４月２日から 57 年７月２日まで 

⑤ 昭和 57 年７月 29 日から 58 年 12 月 16 日まで 

⑥ 昭和 59 年１月 28 日から 60 年５月 27 日まで 

⑦ 昭和 60 年５月 27 日から同年 10 月 28 日まで 

⑧ 昭和 60 年 10 月 28 日から 62 年５月 27 日まで 

⑨ 昭和 62 年５月 27 日から同年９月 30 日まで 

⑩ 昭和 62 年 10 月７日から 63 年 10 月１日まで 

⑪ 昭和 63 年 10 月１日から平成２年１月１日まで 

⑫ 平成２年１月１日から５年 10 月 16 日まで 

⑬ 平成５年 10 月 16 日から９年５月１日まで 

昭和 53 年４月から平成９年４月までの厚生年金保険の被保険者期間

及び標準報酬月額に誤りがあるので、調査の上、訂正してほしい。 



第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②について、申立人は、Ｄ株式会社を退職後、直ちにＥ社

（現在は、Ｆ株式会社）に勤務しており、当該事業所における厚生年金

保険被保険者資格の取得日は、昭和 53 年 12 月 17 日であると主張して

いるところ、Ｆ株式会社によると、「申立人の在籍記録は、昭和 53 年

12 月 27 日委嘱、54 年４月１日職員登用、56 年４月１日退社となって

いる。」としていることから、申立人が 53 年 12 月 27 日から当該事業

所に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｆ株式会社は、「申立人の在籍期間のうち、昭和 53 年 12 月

27 日から 54 年３月 31 日までの期間は社会保険非適用期間であった。

申立期間当時、委嘱から職員登用までの期間は社会保険非適用期間であ

り、職員登用時に社会保険（厚生年金保険及び健康保険）を付保してい

た。」としている。 

また、Ｅ社の事業所別被保険者名簿によると、申立人の当該事業所に

おける厚生年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 54 年４月１日とな

っており、オンライン記録と一致し、不自然な訂正等は見当たらない。 

申立期間⑦について、申立人は、当該申立期間は厚生年金保険の未加

入期間とされているが、株式会社Ｇを退職後、直ちに株式会社Ａに勤務

したので、厚生年金保険被保険者資格の喪失日若しくは取得日のいずれ

か一方又は両方が間違っていると主張している。 

株式会社Ｇにおける厚生年金保険被保険者資格の喪失日について、雇

用保険の加入記録によると、申立人の当該事業所における離職日は昭和

60 年５月 26 日となっており、オンライン記録と符合している。 

また、申立人が名前を挙げた同僚のうち住所が確認できた８名及び当

該事業所において昭和 60 年５月 20 日から同年 10 月９日までの期間に

厚生年金保険の被保険者資格を取得した４名の計 12 名に、当該事業所

における自身の勤務期間について照会したところ、７名から回答があり、

うち１名は覚えていないとしているものの、他の６名が勤務していたと

する期間はオンライン記録とおおむね一致している。 

さらに、上記回答のあった７名のうち、申立人と同様に当該事業所が

解散する前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した３名の雇用保険の

加入記録は、オンライン記録と符合している。 

加えて、当該事業所は既に解散しており、元代表取締役の連絡先が不

明であるため、申立人の当該事業所における厚生年金保険の加入状況を

確認することができない。 

一方、株式会社Ａにおける厚生年金保険被保険者資格の取得日につい

て、同事業所が保管する申立人の身上書によると、申立人の同事業所に

おける入社年月日は昭和 60 年 10 月 28 日となっており、オンライン記

録における被保険者資格の取得日と一致している。 



また、雇用保険の加入記録によると、当該事業所における申立人の資

格取得日は昭和 60 年 10 月 28 日となっており、オンライン記録と一致

している。 

さらに、Ｈ厚生年金基金（現在は、Ｉ厚生年金基金）における申立人

の加入員資格の取得年月日は昭和 60 年 10 月 28 日となっており、オン

ライン記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間②及び⑦に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間②及び⑦について、申立人が厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

２ 申立期間⑨について、申立人は、当該申立期間は株式会社Ａに勤務し

ていたにもかかわらず、当該事業所における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日が昭和 62 年５月 27 日とされていると主張している。 

しかし、Ｈ厚生年金基金における申立人の加入員資格の喪失年月日は

昭和 62 年５月 27 日となっており、オンライン記録と一致している。 

また、雇用保険の加入記録によると、申立人の当該事業所における離

職日は昭和 62 年５月 26 日となっており、オンライン記録と符合する上

同年６月８日に離職票が交付されている。 

さらに、オンライン記録において、申立人と同様に昭和 60 年 10 月に

当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認で

きる５名のうち、既に離職した４名の雇用保険の離職日は、厚生年金保

険被保険者資格の喪失日と符合している。 

このほか、申立人の株式会社Ａに勤務していたとする申立期間⑨に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人の株式会社Ａに勤務していたとする申立期間⑨について、申

立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

一方、申立人は、申立期間⑨のうち、昭和 62 年９月１日から同年９

月 30 日までの期間について、有限会社Ｂに厚生年金保険の被保険者記

録があるが、勤務した記憶は無いと主張している。 

しかし、当該事業所において申立期間中に厚生年金保険の被保険者資

格を有している者は、「申立人を覚えている。長くは勤務しなかっ

た。」旨回答している。 

また、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録はオンライン

、



記録と符合している。 

さらに、Ｃ株式会社によると、「従業員は、全員社会保険に加入させ

ており、入退社の際は、直ちに社会保険の手続をしていた。勤務してい

ない者の保険料を納付するはずがない。社会保険の手続をして、保険料

を納付していれば、勤務していたのは間違いない。」旨回答している。

加えて、健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人の当該

事業所における被保険者資格の取得日及び喪失日は、オンライン記録と

一致している上、申立人の被扶養者として元妻及び長男の氏名及び生年

月日が記載されており、不自然な箇所は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人の申立期間⑨のうち、昭和 62 年９月１日から同年９月 30 日

までの有限会社Ｂにおける厚生年金保険被保険者記録については、訂正

する必要は認められない。 

３ 申立人は、申立期間①、③から⑥まで、⑧及び⑩から⑬までについて

標準報酬月額の相違について申し立てているところ、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

申立期間①について、申立人は、Ｄ株式会社に勤務していた期間の標

準報酬月額は、15 万円から 20 万円であると主張している。 

しかし、当該事業所が保管する「社内経歴」に記載されている申立人

の退職時給料総額 10 万 8,000 円は、オンライン記録における昭和 53 年

10 月１日の標準報酬月額 11 万円に見合う報酬月額の範囲内である。 

また、当該事業所が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取

得確認及び標準報酬決定通知書」によると、申立人の昭和 53 年４月１

日の標準報酬月額は、10 万 4,000 円となっており、オンライン記録と

一致している。 

さらに、昭和 53 年４月１日に当該事業所において厚生年金保険の被

保険者資格を取得し、当該申立期間における標準報酬月額が申立人と同

額となっている同僚が所持する同年８月の給与明細書から確認できる厚

生年金保険料控除額は、オンライン記録における当該同僚の標準報酬月

額に見合う額となっている。 

加えて、健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、当該事業所に

おいて昭和 53 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した申

立人を含む 25 名の当該申立期間における標準報酬月額は、８万 6,000

円から 11 万 8,000 円までとなっており、申立人が主張する標準報酬月

 

、



額となっている者は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、Ｅ社に勤務していた期間の標準報酬

月額は、20 万円から 30 万円以上であると主張している。 

しかし、Ｆ株式会社によると、「当時の賃金台帳及び社会保険の手続

に関する資料等は法定保管期間が経過しているため、提供できる資料は

無い。」としており、申立人の当該事業所における厚生年金保険料控除

額及び報酬月額を確認することができない。 

また、Ｊ健康保険組合によると、「保存期限が経過しており、申立人

に係る資料は無い。」としており、同健康保険組合における申立人の加

入状況を確認することができない。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚のうち、住所が確認できた６名に

当該事業所における自身の給与額及び標準報酬月額について照会したと

ころ、３名から回答があったが、当該申立期間における具体的な給与額

及び標準報酬月額の回答は得られなかった。 

申立期間④について、申立人は、Ｋ株式会社に勤務していた期間の標

準報酬月額は、20 万円から 25 万円であると主張している。 

しかし、申立人が名前を挙げた同僚のうち、住所が確認できた６名に

当該事業所における自身の給与額及び標準報酬月額について照会したと

ころ、回答のあった３名のうち２名は覚えていないとしているものの、

他の１名は申立期間当時の標準報酬月額は給与額と同じぐらいであると

している。 

また、当該事業所は既に解散している上、元代表取締役は、申立期間

当時の資料を保管していないことから、申立人の当該事業所における厚

生年金保険料控除額及び報酬月額を確認することができない。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｌ株式会社（現在は、Ｍ株式会社）

に勤務していた期間の標準報酬月額は、30 万円から 35 万円以上である

と主張している。 

しかし、申立人のＮ厚生年金基金における報酬給与は、昭和 57 年７

月 29 日が 15 万円、58 年９月１日が 19 万円となっており、オンライン

記録と一致している。 

また、申立人のＯ健康保険組合（現在は、Ｐ健康保険組合）における

標準報酬月額は、昭和 57 年７月 29 日が 15 万円、58 年９月１日が 19

万円となっており、オンライン記録と一致している。 

さらに、当該事業所において昭和 57 年７月１日から同年７月 31 日ま

での期間に厚生年金保険の被保険者資格を取得した申立人を含む 29 名

の当該申立期間における標準報酬月額は、11 万円から 26 万円までとな

っており、申立人が主張する標準報酬月額となっている者は見当たらな

い。 

加えて、当該事業所は「申立人に係る人事記録、賃金台帳及び社会保



険の手続を確認できる資料は現存していない。」としており、申立人の

当該事業所における厚生年金保険料控除額及び報酬月額を確認すること

ができない。 

申立期間⑥について、申立人は、株式会社Ｇに勤務していた期間の標

準報酬月額は、35 万円から 40 万円以上であると主張している。 

しかし、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票による

と、申立人が仕事の内容及び雇用形態が同じであったとして名前を挙げ

た同僚８名に標準報酬月額が 20 万円を超える者は見当たらない上、申

立人が社長（商業登記簿によれば取締役）として名前を挙げた者の標準

報酬月額は、28 万円から 36 万円となっており、申立人の主張する標準

報酬月額と同水準かそれ以下となっている。 

また、上記同僚８名のうち、住所が確認できた５名に、当該事業所に

おける自身の給与額及び標準報酬月額について照会したところ、４名か

ら回答があり、うち１名は覚えていないとしているものの、他の３名は

給与額及び標準報酬月額はオンライン記録における標準報酬月額とおお

むね一致しているとしている。 

さらに、上記４名のうち１名は、「他の地域から来ていた販売員の給

与は高かったが、地元の社員の給与はほとんど同じだったと思う。自分

の標準報酬月額は給与の額とほぼ一致している。申立人は自分と同じ仕

事をしていたので給与も同じぐらいだと思う。」旨述べているところ、

オンライン記録によると、当該同僚及び申立人の標準報酬月額は、当該

申立期間のうち、当該同僚が当該事業所において厚生年金保険の被保険

者資格を取得した昭和 59 年３月から申立人が被保険者資格を喪失した

60 年５月 27 日までの期間において同額となっている。 

加えて、当該事業所は既に解散しており、元代表取締役の連絡先が不

明であるため、申立人の当該事業所における厚生年金保険料控除額及び

報酬月額を確認することができない。 

申立期間⑧について、申立人は、株式会社Ａに勤務していた期間の標

準報酬月額は、35 万円から 40 万円以上であると主張している。 

しかし、Ｈ厚生年金基金における申立人の昭和 60 年 10 月 28 日及び

61 年 10 月１日の報酬標準給与月額は、いずれも 20 万円となっており、

オンライン記録と一致している。 

また、事業所別被保険者名簿によると、当該事業所において、昭和

60 年６月 28 日から同年 11 月 16 日までの期間に、厚生年金保険の被保

険者資格を取得した申立人を含む 21 名の当該申立期間における標準報

酬月額は、申立人と年齢が 10 歳以上離れた３名を除き、おおむね 20 万

円前後となっている。 

さらに、上記３名のうち申立人より 10 歳以上年上である２名でも標

準報酬月額は 26 万円から 30 万円となっており、申立人が主張する標準



報酬月額となっている者は見当たらない。 

申立期間⑩について、申立人は、Ｑ株式会社（現在は、Ｒ株式会社）

に勤務していた期間の標準報酬月額は、35 万円から 40 万円以上である

と主張している。 

しかし、Ｓ厚生年金基金（後にＴ厚生年金基金となり、平成 15 年５

月 31 日解散）における申立人の報酬給与額は、昭和 62 年 10 月７日が

17 万円、63 年９月１日が 19 万円となっており、オンライン記録と一致

している。 

また、Ｕ健康保険組合における申立人の標準報酬月額は、昭和 62 年

10 月から 17 万円、63 年９月から 19 万円となっており、オンライン記

録と一致している。 

さらに、当該事業所において、昭和 62 年１月５日から同年 12 月 23

日までの期間に、厚生年金保険被保険者資格を取得した申立人を含む

13 名の当該申立期間における標準報酬月額は、13 万 4,000 円から 22 万

円となっており、申立人が主張する標準報酬月額となっている者は見当

たらない。 

申立期間⑪、⑫及び⑬について、申立人は、Ｖ株式会社（申立期間

⑪）、Ｗ株式会社（申立期間⑫）及び株式会社Ｘ（申立期間⑬）は、同

一の事業所が社名変更したものであり、当該事業所に勤務していた期間

の標準報酬月額は、35 万円から 40 万円以上であると主張している。 

申立期間⑪及び⑫について、Ｖ株式会社及びＷ株式会社は解散し、両

事業所の書類等はＹ株式会社が引き継いでいるところ、同社が保管する

平成２年及び３年の「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知

書」によると、申立人のＷ株式会社における２年 10 月及び３年 10 月の

標準報酬月額は、オンライン記録と一致している。 

また、Ｙ株式会社によると、上記決定通知書以外に申立人に係る人事

記録、賃金台帳及び社会保険の手続を確認できる資料は見当たらないと

していることから、当該申立期間における厚生年金保険料控除額並びに

上記決定通知書において確認できる平成２年５月から同年７月までの期

間及び３年５月から同年７月までの期間を除く期間に係る申立人の報酬

月額を確認することができない。 

さらに、申立人が所持する「平成５年分給与所得の源泉徴収票」及び

「平成６年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書」並びに株式会社Ｘ

が保管する平成５年の「年末調整一覧表」から確認できる５年の社会保

険料額 39 万 1,537 円は、オンライン記録における申立人の標準報酬月

額から推計した社会保険料額 39 万 3,314 円を下回っている。 

申立期間⑬について、株式会社Ｘは、厚生年金保険料の控除方法は翌

月控除であるとしているところ、申立人が所持する当該事業所に係る平

成５年 11 月から９年３月までの支給明細書（給与）によれば、申立期



間のうち、５年 10 月分から９年２月分までの厚生年金保険料控除額及

び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の低い方の額は、いずれも

オンライン記録の標準報酬月額以下となっており、特例法による年金記

録訂正の要件を満たしていない。 

また、申立人は、平成９年４月の支給明細書（給与）を提出していな

いことから、同年４月の報酬月額並びに同年３月分及び同年４月分の厚

生年金保険料控除額については確認することができない。 

さらに、当該事業所が保管する申立人に係る「健康保険厚生年金保険

被保険者標準報酬決定通知書」によると、平成６年５月から同年７月ま

での期間、７年５月から同年７月までの期間、及び８年５月から同年７

月までの期間の申立人の報酬月額は、申立人が所持する支給明細書（給

与）の各期間の支給額合計と一致しているところ、平成６年度から８年

度までの各年度における５月から７月までの報酬月額の平均額に基づき

算定される標準報酬月額は、適正に算出されている上、オンライン記録

と一致している。 

このほか、申立期間①、③から⑥まで、⑧及び⑩から⑬までについて

申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人は、申立期間①、③から⑥まで、⑧及び⑩から⑬までについ

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

、




